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令和２年度 国際小委員会の審議の経過等について 

 

１．はじめに 

 
 今期（第２０期､令和２年度）の文化審議会著作権分科会の決定を受け、以下

の課題について検討を行った。 
 
（１） 著作権保護に向けた国際的な対応の在り方について（放送機関の保護の

ための条約に関する対応の在り方についての検討、最近の諸外国の動向の分析

など） 

（２） 国境を越えた海賊行為に対する対応の在り方について（権利行使に係る

課題の分析及びノウハウ整理など） 

 
２．審議の状況 

（１）著作権保護に向けた国際的な対応の在り方 

 著作権等の国際的な保護の在り方を議論する場であるＷＩＰＯの著作権等常

設委員会（以下、「ＳＣＣＲ」という。）では、現在､①放送機関の保護のための

条約（放送条約）、②権利の制限と例外及び③その他の議題として追及権、デジ

タル環境における著作権の分析、舞台演出家の保護に関する議論が進められて

いる。また、近年では④知的財産と人工知能に関する対話と称する会議が開催さ

れており、著作権を含む知的財産とＡＩの関係についての各国の動向に関する

情報共有が行われている。 
本国際小委員会では、ＷＩＰＯにおける議論の動向等について報告が行われ、

それに基づき議論が行われた。 
 
① 放送機関の保護 

＜ＳＣＣＲにおける議論＞ 

 １９９８年１１月以降､ＳＣＣＲにおいては、デジタル化・ネットワーク化に

対応した放送機関の権利の保護に関する新たなルール（放送条約）の策定が検討

されている。２００７年以降は、同年のＷＩＰＯ一般総会で決定されたマンデー

ト（伝統的な意味での放送機関の保護（ただし、コンテンツ自体は保護の適用対

象外））にしたがって議論を継続しており、第３１回ＳＣＣＲ（２０１５年１２

月）には、条約の枢要である、(ⅰ)用語の定義（definition）、(ⅱ)保護の対象

（object of protection）及び(ⅲ)与えられる権利（rights to be granted）に

関する統合テキスト案が議長から提示され、本統合テキスト案に基づいて議論
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が行われている。 

 現在では、先進国のみならず途上国等も総じて条約策定に前向きであり、早期

の外交会議の開催を目指した努力が続けられている。 

 ２０２０年に開催されたＳＣＣＲ（第４０回会合（１１月））では、議長テキ

スト案に関する議論は行われず、各国が条約実体面についての方向性や今後の

議論の進め方等に関する見解を表明するステートメントの発出のみが行われた。 

 

（条約の実体面について） 

条約の実体面について言及したものとして、保護対象として同時再送信や時

差放送を含めるべきとする意見や、保護方法に柔軟性を与えるべきとする意見

があった。我が国からは、早期妥結のためには各国に自由度を与えるよう条約に

柔軟性を持たせることが有効ではないかと述べた。 

 

（今後の進め方について） 

今後の進め方については、コロナ禍においても建設的な議論を行う姿勢を示

す意見が多かったものの、テキスト交渉をオンライン会合で行うことには懸念

も示された。 

 

＜国際小委員会における議論＞ 

 条約策定に向けた機運の高まりを受けて、本議題への対応の在り方について

集中的かつ機動的に検討を行うものとして、第 1 回国際小委員会において「放

送条約の検討に関するワーキングチーム」が設置された。 

 今年度の本ワーキングチームでは、ＳＣＣＲにおいて提案されている条文案

や議論の動向を踏まえ、昨年度整理を行った論点と検討順序に従って議論を行

った。議論を行うに当たっては、放送及び有線放送の実務に関する有識者からの

ヒアリングを交えて検討を行った。 

 具体的な開催状況及び検討経過は以下のとおり。 

 

○ 第１回 令和２年１０月２６日（月） 

 事務局からＳＣＣＲにおける放送条約の議論と昨年度の本ワーキングチーム

の議論の状況について説明があり、今年度の議論の進め方について議論を行っ

た。また、放送実務について知見を有する委員から実態について状況を伺いつつ、

取り得る対応や今後の検討に向けた視点について議論があった。 

 

○ 第２回 令和２年１２月２３日（水） 

 有線放送実務についての有識者から実態について状況を伺いつつ、前回に引
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き続いて取り得る対応等について議論があった。また、事務局から第４０回ＳＣ

ＣＲ（１１月開催）の報告があり、放送条約に関する各国の立場やＳＣＣＲでの

議論の進め方の展望を踏まえ、本ワーキングチームでの検討の進め方について

議論を行った。 

 
② 権利の制限と例外 

＜ＳＣＣＲにおける議論＞ 

デジタル化・ネットワーク化により、技術的に知識へのアクセスが容易になっ

たにもかかわらず、国際的な著作権保護システムが障壁となっていることから、

より利用を重視した制度への転換を進めるため、制限と例外の措置を設定すべ

きであるとの途上国の要求に端を発し、ＳＣＣＲでは、２００５年以降、権利の

制限と例外の議論が続けられている。権利の制限と例外については、（ⅰ）図書

館とアーカイブのためのものと（ⅱ）教育、研究機関等のためのものの２つを議

論対象としており、両議題とも、各国の経験等の共有を中心に行うべきであると

する先進国と、新たな国際的枠組みの必要性を主張する途上国との間で対立す

る構造が続いている。 

第３６回会合にて採択されたアクションプランに基づき事務局が実施した図

書館、博物館、教育と研究機関等に関する研究や地域セミナーの結果が随時報告

されてきたところ、第４０回会合で全てのアクションプランの実施及び報告が

終了した。今後の検討課題は白紙だが、議題としては継続される予定である。 

 

③ その他の議題 

＜ＳＣＣＲにおける議論＞ 

 現在ＳＣＣＲでは「その他の議題」として追及権、デジタル環境における著作

権の分析及び舞台演出家（theater director）の保護に関する議論が行われてい

る。これらに加え、第４０回ＳＣＣＲにおいて公共貸与権について調査を行うこ

とが正式に提案された。 

追及権については、追及権の国際的な在り方について議論すべく、第３１回会

合において、セネガル、コンゴから提案された。第３４、３５回会合では英国に

おける追及権導入前後の経済的な影響はなかったとの研究結果が報告された。

本議題については、ＥＵ、アフリカ等の国から、追及権に関する議題をＳＣＣＲ

の常設議題にすべきであるとの意見が出された。これに対し、米国、我が国は、

まずは既存の議題を優先し、追及権は引き続きその他の議題で検討することが

よいと表明した。また、第３６回会合において各国の追及権の実務に関する事実

調査を行うタスクフォースを設置することが決定され、現在、本タスクフォース

で調査が行われている。 
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デジタル環境における著作権の分析については、南米諸国より第３１回会合

において、デジタル環境に関連した著作権制度について、本委員会の新たな議題

としたい旨の提案がなされた。具体的には、①デジタルサービスにおいて著作物

を保護するための法的枠組みについての分析及び議論、②デジタル環境におい

て著作物を利用する民間企業の役割や行動について、ビジネスの透明性や多数

の著作権者及び著作隣接権者への対価支払いの割合に関する検証を含めた分析

及び議論を行うことが提案された。第３６回会合においてブラジルより、まずは

音楽分野に絞って調査を行うべきとの提案がなされ、現在、デジタル音楽サービ

スに関する調査として、デジタル音楽市場及び主要なビジネスモデルの概要、権

利関係、ライセンシングの運用、収益の分配等について事務局において調査・研

究が行われている。 

舞台演出家の保護に関する提案については、第３５回会合において、舞台演出

家の国際的な保護のあり方について議論すべく、ロシアより提案がなされた。現

在、研究者により世界各国における舞台演出家の保護の状況について調査が行

われており、本委員会に調査の状況が随時報告されている。 

公共貸与権に関する調査については、第４０回会合においてシエラレオネ、マ

ラウイ、パナマから、各国に公共貸与権について知見を得る機会を与えることを

目的として提案がなされた。第４０回会合では採択には至らず、次回会合におい

て引き続き議論される予定。 

 

＜国際小委員会における議論＞ 

 本年度、第２回国際小委員会では公共貸与権についての検討を行った。有識者

からのヒアリングを行い、国際的議論における我が国の対応の在り方について

議論した。 

 

（ヒアリングの概要） 

 公共貸与権制度とは、著書が図書館で貸出される際の損失部分に対する著作

者の報酬請求権を認めるものである。現在、公共貸与権制度を導入している国は

34 カ国あり、その成り立ちや制度設計はそれぞれ異なっている。国際小委員会

においては、各国の制度を、その根拠法や報酬算定基準等に基づいて分類して概

要説明が行われるとともに、現在導入を検討している国や、過去に導入を見送っ

た国についての報告が行われた。 

 

（委員からの意見の概要） 

○公共貸与権制度は途上国にとってどのようなメリットがあるのか注意を払っ

ていきたい。 
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○公共貸与権は、著作権制度との繋がりというよりも、各国独自の文化政策とい

う色合いが強いのではないか。それにより各国の制度設計の自由度が生まれて

いると考えられる。 

○今後、各国で電子化された書籍の貸出などが行われていくとすれば、公共貸与

権制度はそのような形態にどのように対応していくことになるのか、注視して

いく必要がある。 

○著作権の枠組みで国際的な調和を図っていくのは不可能に近いのではないか。

特に米国ではファースト・セール・ドクトリンが厳格に守られる傾向にあり、著

作権制度に公共貸与権を組み込んでいくのは現実的ではないと考えられる。 

○国際的な議論の場では、公共貸与権制度の導入に対する慎重意見にも注意を

払って検討していく必要がある。 

 

④知的財産と人工知能に関する対話 

＜ＷＩＰＯにおける議論＞ 

 ＡＩが社会に与える幅広い影響について各国で検討が進められていることを

背景に、ＷＩＰＯではＡＩと知的財産との関係について取り組むため、２０１９

年９月より「知的財産と人工知能に関する対話」と題する会合が開催されている。

本会合は規範設定を目指すものではなく、情報共有を目的とするものである。 

２０２０年７月に行われた第２回会合の議論は事務局作成の論点ペーパーを

基に行われ、各国の取り組んでいる施策に関する情報共有等がなされた。著作権

に関しては、著作者と所有者、著作権侵害と例外、一般政策課題等が論点として

挙げられた。 

 

＜国際小委員会における委員からの意見概要＞ 

○ＡＩと知財の関係に限るものではないが、ウィズコロナやポストコロナと言

われる今後の社会と知財制度との関係においては、以前から存在する課題が加

速的に進展するという予測を持っている。また、他に新しい課題も生まれてくる

可能性もあるので、各国と情報交換を進めるなど課題把握に努めてほしい。 

 

 

（２）国境を越えた海賊行為に対する対応の在り方 

 文化庁の海外における著作権保護にかかる取組に関する報告及び民間団体の

海賊版対策の取組について報告が行われ、それに基づき議論が行われた。 
 
①文化庁の取組について 
文化庁による海外における著作権保護の取組について、継続的に著作権制度
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の整備としてＷＩＰＯへの拠出金による「アジア太平洋地域著作権制度普及促

進事業」を、権利執行の強化として、二国間協力事業及びトレーニングセミナー

の開催、普及啓発として、アジアにおける普及啓発イベントの実施や教材の開発

協力を実施している。 
第２回国際小委員会では、本年度の委託調査である「インターネット上の著作

権侵害対策ハンドブック（アメリカ、ベトナム、ロシア編）」の作成について報

告が行われ、委員からは各国での権利執行手続きにかかる費用の相場観を示す

ことが有用なのではないかとの意見があった一方で、費用の問題を置いておい

ても権利者としては「権利の上に眠らない」で権利を主張することの重要性を指

摘する意見もあった。また、近年の海賊版被害状況の深刻さについての情報提供

もなされた。 
 
②民間団体の海賊版対策について 
 ソフトウェア著作権協会のソフトウェアの侵害状況と侵害対策のための啓発

活動について、侵害事犯が物理的な海賊版からインターネットを利用したもの

に移行していること、ゲームソフトの侵害類型としてレトロゲームの海賊版販

売、マルチゲイドの海賊版販売、リーチサイトを通じた違法アップロードセーブ

データの改造代行があること、ビジネスソフトの侵害類型として販売サイトを

通じた違法アップロードやプロダクトキー等の指令符号の不正流通等があるこ

と、これら侵害防止の活動としてビジネスソフトウェアの不正資料を防止する

「ソフトウェア管理」を推進し、国外でもこうした啓発活動を展開していること

が紹介された。 
 コンテンツ海外流通促進機構の海賊版対策の取組について、自動コンテンツ

監視・削除センターの運営、国際連携・国際執行の取組、フィルタリングや検索

結果の表示抑止、広告表示の停止や決済処理の停止などの資金源遮断の取組に

ついて紹介され、インターネット上の匿名性による運営者特定の困難性、複数国

からの運営、サーバー所在地の変更、各国の法制度・運用の違いによる執行の困

難性等の国際連携・国際執行の課題が指摘された。 
 委員からは、海賊版サイトはクローンサイトの作成も簡単で閉鎖までに時間

がかかることが改めて指摘されたほか、プラットフォームとの関係で侵害コン

テンツの削除対応の迅速さを求めることや、消費者保護等の分野との協力関係

やプラクティスの共有を図ることの検討、また、国際的な対応として日本がフ

ェアな国としてアピールしながら海賊版対策や情報モラルの普及といった教育

的・文化的なアプローチを試みるべきではないかとの意見も出された。 
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３．開催状況 

 
 第１回 令和２年１０月９日（金） 

（１）  主査の選任等について 

（２）  国際小委員会審議予定及びワーキングチームの設置について 

（３）  ＷＩＰＯ（世界知的所有権機関）における最近の動向について 

（４）  海外における著作権保護の推進について 

（５） その他 

 

 第２回 令和３年１月２１日（木） 

（１）  ＷＩＰＯ（世界知的所有権機関）における最近の動向について 

（２）  放送条約の検討に関するワーキングチームの報告について 

（３）  公共貸与権について 

（４）  今年度実施した調査研究について 

（５）  令和２年度国際小委員会の審議状況について 

（６）  その他 
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４．委員名簿（敬称略、五十音順） 

 

生貝
い け が い

 直人
な お と

 東洋大学経済学部准教授 

井奈波
い な ば

 朋子
と も こ

 弁護士 

今村
い ま む ら

 哲也
て つ や

 明治大学情報コミュニケーション学部教授 

上野
う え の

 達
た つ

弘
ひ ろ

 早稲田大学法学学術院教授 

奥邨
お く む ら

 弘司
こ う じ

 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 

北澤
き た ざ わ

 安紀
あ き

 慶應義塾大学法学部教授 

久保田
く ぼ た

 裕
ゆたか

 一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会専務理事 

須子
す こ

 真奈美
ま な み

 一般社団法人日本音楽著作権協会常任理事 

鈴木
す ず き

 將文
ま さ ぶ み

 名古屋大学大学院法学研究科教授 

墳﨑
つ か さ き

 隆之
た か ゆ き

 一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構事務局長，弁護士 

道垣内
ど う が う ち

 正人
ま さ と

 早稲田大学大学院法務研究科教授，東京大学名誉教授，弁護士 

野口
の ぐ ち

 祐子
ゆ う こ

 弁護士，グーグル合同会社執行役員法務部長 

前田
ま え だ

 健
たけし

 神戸大学大学院法学研究科准教授 

山本
や ま も と

 隆司
た か し

 弁護士 

渡邉
わ た な べ

 恵理子
え り こ

 電気通信大学大学院情報理工学研究科准教授 

 

（以上１５名） 

 

主査 

主査代理 


